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狹
隘
に
し
て
、
且
つ 

屈
折
多
く
交
通
，
.
衛
生
其
他
«
々
0,
方
面
ょ
6
觀
察
し 

て
不
利
不
便
の
點
齡
な
か
&

ざ
夂
し
他
の】

.
方
に
於 

て
、
人
口
は
急
激
の
增
加
を
見
る
に
至
ぅ
、
殊
に
工
業 

勞
働
者
の
增
加
し
ね
る
結
果
、
醜
き
長
屋
の
群
.は
雜
然 

ど
し
で
散
在
し
、
市
の
美
觀
を
損
ふ
こ
^

*
し
く 
>
亂 

雜
、
醜
陋
は
殆
ん
ど
都
布
の
特
色
れ
る
の
觀
を
呈
す
る 

;R
速
^
ぬ
9
此

の

此

の

醜

陋

こ

ぞ

即

ち

近

世

的 

の
都
市
設
計
を
產
む
に
至
ら
し
め
し
も
の
に
し
て
>
獨

逸
の
都
市
の
如
き
も
今
日
此
の
方
面
の
硏
资
R
着
々
步 

を
進
め
居
れ
ダ
。I

九 

一I

年
デ
参
セ
ル
ド
ル
フ
市
に 

都
市
設
計
並
れ
都
市
行
政
に
關
す
る
硏
究
を
目
的
^
す 

る
大
學
の
開
か
れ
た
る
が
^'
き
"1

九
〇
九
年
の
夏
伯 

I

林
に
、
又
.

r

九

}
ニ
年
の
夏
デ
？
セ
ル
ド
ル
フ
に
都
市 

設
計
展
覽
會
の
催
さ
れ
た
る
が
如
き
、
又
鄱
市
設
訐
に 

關

す

る

雜

誌

著

述

等

，の

刊

行

せ

ら

る

、

が

如

き

，

何

れ 

-

も
斯
の
方
面
の
硏
究
の
益
々
重
要
視
せ
ら
る
、
に
至
れ 

る
證
左
に
外
な
&
ず
o
市
政
府
が
市
街
の
設
計
に
關
與 

す
る
時
は
勢
ひlafssez

^
ぽ

の

理

想

^

相

容

れ

ざ

る
 

の
結
锻
を
見
る
可
し
^
*'
も
、
市
.政
府
が
市
の
美
觀
、
 

市
民
の
健
康
"
安
全
"

便
®:
等

を

保

障

す

る

爲

め

必

要
 

な
る
範
圍
內
に
於
て
市
街
の
設
計
に
關
與
す
る
は
疋
は 

一
至
當
の
事
ど
言
は
ざ
る
を
得
ず
o
.都
市
設
訐
に
關
す
る
.. 

硏
究
が
北
米
合
衆
國
rc
於
て
動
も
す
れ
ば
等
阏
に
附
せ 

ら
れ
ん
S
す
る
は
蓋
し
米
人
办
執
着
せ
るlaissez 
f
 

の
思
想
の
影
#
ビ
見
る
を
得
ん
鳅
o
:英
國
人
の
思
想
も 

.亦
觸
逸
人
ビ
は
著
し
P
趣
を
異
に
せ
^
s
o英
國
人
は
都

第
六
號 

§

第

九

傲

(

六
四
九)

雜

錄

獨

逸

都

市

0.
±

地

並|-
住
宅
政
策
ヽ



第
*
卷

. 

(

市
は
自
激
K
發
達
冷
可
き
も
の
な̂S 
^
思
考
し
、
概
し 

，て
之
を
诌i

に
放
任
光
ん
ど
す
る
に
反
し

(

一
A
〇
九 

年
の 

H
o
u
sin

g

 
an
a-
Ho
w
n Piannfng

 A
ct 

の
如
き 
i 

寧

;:
6
都
市
政
策
上
の
軍
命
ど
稱
し
て
可
な& 
^
獅
逸
人 

は
都
市
の
發
達
は
絕
え
す
十
分
の#
戒W

注
意V

J

を
加 

.

へ
て
以
て
之
を
指
導
す
可
き
も
のS
思
惟
せ.c;o

 

獨
逸
多
數
の
都
市
は
之
を
數
多
の
地
區
に
分
てho

而 

し
て
各
地
區
は
中
心
を
同
ぅ
す
る
圆
を
成
さ
す
o

全
然 

別
筒
獨
立
の
區
域
を
劃
し
•
各
別
の
建
築
條
規
の
適
用 

を
受
ぐ
る-
も
の
ど
すo

1

般
の
原
則
ど
し
て
は
其
の
中 

心
に
近
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採
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‘、の 

'

目

的'
^

な

る

こ̂

を
不
可
能
な
ら
し
む
：
の
H

条

#

九
卷

件
存
す
る
場
合
に
於
て
の
み
可
な
り

」

o
云
 々

索
遜
书
國
の
：內
務
大̂

も
亦
其.
の
國
內
の
市
町
付
に
.厨 

し

て

，其

の

公

有

地

を

增

加

す

る

.
«'-
可
诗
に
、
唯
投
機
的 

賣
買
を
防
退
ず
る
の
保
撥
存
ず
、る
瘍
合
に
於
て
の
み
公 

有
池
‘.の
賣
却
を
^
す
可
き
こ
绞
を
命
じ12
1

0
'1
去
it 

於
，て
は
市
荷
地
は
：容
易̂
賣
却
せ
&
れ
し
も.> 

今
日
の 

傾
向
ほ
定
湖
賃©
主
»

に.
傾
‘け
办
0
是
|1
蓋
し
市
が
其 

の

所

有

地

，の

用

途

を

十

.分

に

篮

視

ぜ

ん

在

欲

す

る

ビ

同 

時
'に.
、
地
價
の
赚
貴
ょ
办
生
ず'る
利
益
を
收
得
ぜ
ん
.こ 

待
す
れ
ば
也O 
•芡
市
が
其
の
所
有
地
を
公
資
に 

附
す
‘る«

合
に
於•
て

も

、
，
或

は

先

黄

權

を

留

保

し

、
.或 

は一

定
0
期
間
後
^
於
け
冬
賀
感
權
を
約
定
す0 
土
^
 

.
の
貨
美
期
間
は
六
十
年
乃
至
西
年
な5 
0-

九
1
0
年 

十
3

0
:
ゴ
f 
5

開
催
せ.
£
れ

_洛

る

獨

逸

土

地

改

良
 

'協

會.
0
集

會

席

上

ク

\

ム

市

首

席#,
«

は

次.
の

如

く̂
 

T

ね
、o
、

「

市

はf

其.
の

土

地.
0
五

分0
_

を

所

有

し
 

居-

^
地
價
差
、增
晚.
の
如
き
は
全
く
無
用
ば
な
れ.CS

如 

何
ざ
な
れ
：崎

土

地
€
投

機

的

|

^

:

^

ぐ

行

は

れ

ざ

I

铖 

五
七■

(

，六
5-
ー一

)

“雜

：

錄

，

糊
市 

9 土
地
i
M
u.®
^
蒙



狱

九

怨(

六
五
四)

雑
‘

0

猢
缌
都
市
の
士
地M
U
傾
^

政
馏

れ
ば
な
も
-o
s

殆
ん
ど
何
れ
の
繁
£

ff
i

レ
て
も
、
住
宅
政
策
に
於
け 

る
都
市
の
經
驗
は.
市
の
被
傭
潘
0'
爲
め
に
住
宅
を
建
設 

し
た
る
に
始̂

れ
-
c
s
o

1

九
o

〗

年
三
月
十
九
日
普
#
西
政
府
の
知
事
に
發
し 

れ

る

訓

令

に

日

く-/
■
市

府

は

其

の

卞

級

職

員

及

び

勢

働 

潜
の
爲
め
に
出
來
得
る
限
.

CV

低
廉
な
る

家
賃
を
以
で
健 

康
R
適
し
1
生
活
に
便
な
る
住
宅
を
供
興
す
る
の
方
針
' 

を
採
^
可
し
。
而
し
て
此
の
政
策
を
全
か
ら
し
め
ん
ど 

せ
ば
"
市
の
％
*心
^
郊
外
^
の
連
鉻
を
許
&
ざ

る

可

か
ノ 

&
ず
。
住
宅
の
不
良
な
る
場
所
あ
ら
ば
、
直
^
交
通
機 

關
の
刹
便
を
針
興
の
地
方
の
勞
働
者
並
忆
學
费
を 

郊
外
の
地
に
移
す
の
策
を
取
る
ベ
し」

ゼ
豸
の
種
の
訓 

令
指
令
は
興
他
の
聯
邦
に
於
て
も
發
せ
ら
れ
た
ぅ
。
其
一 

の
結
果
諸
市
は
興
の
被
傭
潘
の
爲
め
に
郊
外
適
當
の
地 

を
卜
し
て
住
宅
を
建
設
す
る
の
方
針
を
採
か
に
至
.

CV

た 

る
が
、
.部

等

の

住

宅

は

叙

人

所

有

の

‘家

屋

に

此

し

て

槪 

し

て

家

锊

も

低

廉

な

を

を

得

だ

ケ

蔻

し

市

は

耿

て

.

婼
为
糖
.

五
八
，

•
_益
の
堉
加
を
雜
ま
ざ
柃
ば
也
ゝ
'.
.■人
ロ
芄
萬
以
上
0
.都
市 

の
中
に
、て
、
四
十H

個

(：

マ
.ン

-
4;
ム 

> 

.

.

マ
河
畔
フ
ラ
；
'

ン
ク
"フ
\
ト
，
デ
ェ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
、
ミ
r
 
ニ
じ
，
ヌ 

ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
> 
ヶ
产
ン
ノ
、TT1

ル
；
ク
ゼx

‘

エ
ッ
セ

|

ン
等
の
諸
市
を
^
む
.

)

は
進
ん
で
此
の
住
宅
政
笟
：を
«
. 

行
す
る
に
'至

れ

ミ

ユ

'
1
ル

ふ?:
ゼ

ン

の

勞

働

澈

旬
 

宅
の
如
き
は
殊
に
華
麗
に
し
て
各
屋
の
周
圆
に
は
相
當
ぺ 

の
庭
園
ぁ
A
、
其
の
建
築
の
如
き
も
別
莊
的
に
し
て
勞 

働
漭
の
住
宅
^
•は
思
は
れ
ざ
る
程
な
-

CN

ど
云
ふO

 

右
は
市
の
被
傭
者
の
利
便
を
針
れ
る
も
の
な
る
も
、
尚 

ほ
多
數
の
都
市
は
下
級
民
—
般
の
贫
め
に
住
宅
を
建
設 

し
た
b

o
大
都
帘
十
五
個
の
中
、
ニ
西
軒
以
上
を
|

 

る

も

の

,
百
軒
以
上
ニ
百
軺
未
滿
の
も
の
五
、
其
の
' 

他
は
五
十
芦
の
貧
民
住
宅
を
建
設
せ
&

o
匕
威
偷
に
在 

&
て
は
小
市
區
に
至
る
ま
で
卿
種
の
家
屋
を
有
せ 

巴
典
の
フ
ラ
ィ
ダ
X

苯
敦
堡
の
ク
ル
ム
は
典
R
比 

較
的
小
都
會
な
办
？
雖
：1
、
翻

^
1&
策
上
特
筆
す
可
き 

な
き
に
6
ら
t
o

フ
ラ
イ
ブV

グ
の
住
宅
政
策
は

1

八
六
ニ
年
に
始
ま4
當

初

は

其

の

建

設

し

た

.る

象

屋 

を

建

設

實

费

を

以

て

：賣

却

し

れ

か

：し

も

>
 
之
を
賈
収
&
 

た
る
潜
が
^
に
營
利
推
忙
轉
賣
す
る
の
：事
實
を
發
見
す 

る
に
及
び
當
初
の
方
針
を
改
め
、
勞
働
者
下
級
斑
員
等 

R
多
少
の
利
益
を
收
め
て
貸
與
する
こ

^
V
し
た
b
o 

各

月1

個
乃
至
三
個
の
居
室
若
く
は
寢
室
を
有
し
"
別 

に
庭
園
厨
房
等
も
備
は
れ

-CN
O

フ
ラ
ィ
ブ
ル
ダ.
の
.市
會 

は
其
の
住
宅
政
策
に
就
い
て
次
の如
き
說
明
を
加
へ
た

「

住
宅
幾
設
上
に
有
利
な
る
.範
例
を
示
し
i

つ
出
來 

得
る
限
り
住
宅
の
需
給
關
係
を
調
節
す
る
は
も
是
れ 

JE
に
市
の
目
的W

す
る
所
な
>

o
仍

而

私

人

建

設

：の 

住
宅
が
5E
當
に
供
給
せ
ら
る
、
間
は
市
の
活
泐
は
a
 

々
た
る
可
く
、

1

旦
弊
窖
の
注
す
る
時
は
市
は
忽
ち

る

*
を̂

梂

れ

-
^
0

}グ
市

躂

其

の

建

設

家

屢

を

直

^

賣

 

.

の

'み
な

&

*ゝ
.其

の

所

有

の

宅

地

を

も

寶

却

す

 

但

し

此

の

賣

却

は

決

し

て

無

«:
件

に

て

行

は

る

、

も

の
 

に

わ

‘
ず

？

即

ち

百

年

の

期

(8
]
內

に

、於

て

«
0 ,
土

が̂
 

他

人

に

讓

渡

せ

&
れ

？

又

は

其

の

所

有

潜

が

義

務

を

履

 

行

せ

ざ

る

時

は

興

の

家

屋

^

共

に

之

を

買

戾

す

の

權

利

 

を

保

留

せ

る

な

h

o加
之

ノ

市

は

ニ

百

年

の

期

間

內

に

 

於

て

土

地

改

良

の

必

要

上

前

庭

の

空

地

を

買

戾

す

こ

ビ
 

を

得

べ

し

o
ク

布

の

住

宅

政

策

は

1

A
九

四

年

に

始

ま

 

れ

り

'0
其

.0
住

宅

に

一

.1種
有

4

ノ

‘1

は

一. 1
.

階

_

に

し

て
 

. 1,

は

带

屋

な

6

0

:買
手

は

必

中

其

の

家

屋

の

i
kfi
a
R 

;

居

住

す

可

く

"
.又
市

食

0

:公
‘許

せ

る

宠

額

以

上

の

借

料

 

.'.

「

を

貧

^
v't
*

M

Aに
貸

與

す

る

を

得

す

。

■

若

し

も

買

手

が

 

I:

是

等

の

條

件

を

遵

守

せ

ざ

る

時

は

市

は

.家
屋

共̂

^

其
 

一

.
の

土

地

を

貢

戾

し

得

る

も

の

す̂

心

：
而

し
て
市
が
之

を

 

,
"
.
.

買

戾

す

場

合

に

於

て

：は

«
門

家

^

&

成

ゐ

委

員

會

に

於

 

一
：

て

其
の

物

#

の

價

格

を

決

$
じ

广

家

屋

所

有

溝

も

.亦
某

：

積
極
的
の
活
動
を
開
始
す
可
し0
.
市
は
朱
だ
曾
て
市 

の
行
動
に
因3
て
市
反
の
不
呼
を
招
き
た
る
こ
^
な 

き
を
斷
言
し
得
な
も
の
な-CN

丢
々
？
.

ツ
ル
ム
市
は
フ
ラ
イ
ブ
が
ダ
市
ビ
は
文
自
か
&
興
な
れ
：
：
價
袼
評
定
藥
員
0

1
人
を
指
名
し
得
る
も
の
な
-
0̂

價 

饬

九

卷

(

六
1

〕
1

0

獨
逸
都
衍
の
土
她
她
に
墓
璧 

.第
六
^

芄
九



第

九

餘

(

六
玉
六)

雜

錄

糊

逸

都

市

の

，盡

撖

に

•角

轰
_

格
評
逛
の
方
法
は
先
づ
前
の
责
渡
價
格
を
標
準
客
し
、

M
R
改
曳
R
®
る
®
格
の
騰
赀
ぢ
使.
ff
l

R
因
る
減
價
ど 

を
%
&
し
て
^
を
定
む
る
な
奴o 

遮
莫
都
市
が.
家
域
を
建
設
す
る.
を
非
難
す
る«

も
»
な 

か
ら
ず
、
其
の
反
對
論
に
！

S
ぐ

「

家
崖
の
建
設
は
常
比| 

猫
人
杞
委
せ
ら
る
可
き
も
の
なi
o

地
方
政
莳
^
唯
弊
ゾ
| 

寶
の
甚
だ
し
&
場
合
に
の
み
乎
を
下
せ
ば
足
る
？
住
宅
. 

の
建
設
を
目
的̂

す
る
秘
人
の
投
資ic
し
て
碰
ん
な
れ 

ば
碰
ん
な
る
程
、
競
爭
も
十
分
枝
行
は
，れ
、
需
給
相
2 .

の
關
係
は
適
®

調
節
せ
ら
る
可
し
。
然
る
に
市
政
府
が\ 

此
砘
'0

投
資
を
爲.
す
時
は
、
畆
人
の
投
資
：は
自
か
&

妨
' 

一
 

げ

ら

れ

其
.

の
極
市
政
府.
が
除
去
せ
ん
€

欲
し
た
る
»

一
 

害
は
却
つ
で
壻
大
せ
ら
る
>の
結
粜
を
見
各
こ
e

な
き
.

W 

を
保
せ
ず
.

}

ど

此

，の
見
解.
に
1

1

ず

る

市

府

は

自

か

6

パ
 

住
宅
を
建
設
す
る
こ̂

を
爲
さ
中o

單

に

雞

築

組

合

を

で

I

 

補
助
し.
之̂

金

融

：上
«

他
の..
靈

，
を

.與
^

る

化

止^
^

'

 

5

^

0

ラ
ィ
：プ
夾
ヒ
は
如
ち
«.

の」

：例
‘
な
-

0

0

同
市
ほ
：
！.

九
C

1

年

家

赁

低

：廉

な

，る
、勞

.働

满

住

宅

の̂

設

を

目

的

；

第

自
.：
.
':
'
'
;
.
.
六
0
.
;
,

ビ
し

て

麻

築

、組

合

は

百

年

の

期

限

-を

以

.て

十

二

靡*チ 

平

方

米

の

土

地

を

貨

與

し

た

市

は

其

の

’建

設

家

嵐 

が
良
好
な
る
狀
傭
を
保
持
す
る
‘や
^
や
を
歡
督
す
る.
の 

權
利
を
有
す
？
期
限
滿
了
©
曉
は
家
域
は
總
べ
で
無
償 

^
で
市
の
有
^
歸
す
る
も
の
^
す
o
:マ
.
M
ハ
ィ
ム
も
卞
：
 

同
樣
.
®政
策
を
採
れ
6
0
.
:
同

市

に

於

.て

は

棘

築

糾

合

に 

對

し
^
左

0

_
務

を

媒

し

届

れ

：ヶ

？

 

•

(

'4
3
建

築

組

合

は.其

のH

事

を

開

始

す

る

に

先

ち

、
：
：

.

.

.

7
=

會
^
ik
#
取
細
書
を
.呈
示
し
、'
.
'
:
.
a
つ
.市
會
の 

要
求
す
る
プ
切
の
修
逬
事
項
を
承
認
す
る 

こ
-

VJ 

(

.

^

-定
の
期
間
內
^
建

欒

ェ

事

を

堯

成

す

る

こ：

(

£

市
會
.の
認
許
を
得
：*
し
：て
住
宅
.の
#
造
^
變
觅
，
‘ 

を
加
へ
ぎ
る
こ
ビ
？

.

.
：
. 

■ 

' 

.

^

0

地

上

及

：
び

她

育

0

1

、
劫.
の

建

設

物

に

修

_

を

加

： 

::
へ
で±

を
保
，全
す
る
こ
ビ-0
-

.

■

霉

；}復

®
及

び
.下

宿

人
^
置

く

こ

ビ

を

防

遏

じ

、$.
 

;K
r
::
©
.
餘

康

及
.
^
風

紀
^
替

^

‘
用̂

^

を

轉

各

ト

ご

ら
し
む
.る
の
.丰
段
を
採
る
.こ
^

o 

{

へ〕

ic
f
を
■

€

•!
る
時
は
;1
!
?龠
の
摘
窩
を
必
^

;

レ
*

市
會
の
認
許
せ
る
家«

を
遵.

：守
す
' ?

>

こ̂
'
 

c

ト)

l

ff
i

ff
i

f

し
«

る
時
は
市
はa

藤
組
合̂

r

し
；f

 

、
自
费
を
以
て
六
ヶ
片
以
內
に
幼
談
物
を
撤
廢
せ

' 

.

し
セ
る

'

か
、
若
ぐ
は
之̂

市
に
：譲
渡
せ
し
む
り 

但
し
後
の
場
合R

於
て
は
鋒
物
®
格
の
五
分
の 

!

を
糾
合
に
支
給
す
？

 

• 

都
市
の
住.

宅
檢
査.

に.

關
し
て
は
帝
國
法
に
何
等
の
规
定

" 

な
く
、

#

聯
邦
の
自
主
的R

规
定
：- t

る
所
な

6
.

0
.

S

各 

聯
邦

R

於
て
も
多
く
は
一
般
的
の
规
定
を
缺
け
る
爲
め 

同

一

聯
邦
內
に
狂6

て
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